
○
逓
信
委
員
会

・
内
閣
提
出
法
律
案
（
八
件
）

（
注
）
※
は
予
算
関
係
法
律
案

番号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
出

月
日

参
　
　
　
　
議
　
　
　
　
院

衆
　
　
　
　
議
　
　
　
　
院

備
　
　
　
考

委
員
会

付
託

委
員
会

議
決

本
会
議

議
決

委
員
会

付
託

　

委
員
会
　

議
決

本
会
議

議
決

※2
７

　

身
体
障
害
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す

る
通
信
・
放
送
身
体
障
害
者
利
用
円

滑
化
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案

衆

五
、二

、
一
五

五
、二

、
一
五（

予
）

五
、

五
、
一
八

可
　
決

五
、

五
、
一
八

可
　
決

五
、二

、
一
五

五
、

五
、
一
二

可
　
決

五
、

五
、
一
三

可
　
決

３
４

　
　

電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

参

二
、
一
九

二
、
一
九

　

三
、
二
九

可
　
決

三
、
二
九

可
　
決

二
、
一
九

（
予
）

六
、
　
三

可
　
決

　

六
、
　
四

可
　
決

　

３
５

　
　

郵
便
切
手
類
販
売
所
等
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

〃

二
、
一
九

二
、
一
九

五
、
一
三

可
　
決

五
、
一
四

可
　
決

二
、
一
九

（
予
）

六
、
三

可
　
決

六
、
　
四

可
　
決

　

４
８

　

郵
便
貯
金
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案

衆

三
、
　
五

三
、
　
五

（
予
）

五
、
二
五

可
　
決

五
、
二
六

可
　
決

三
、
　
五

五
、
一
九

可
　
決

五
、
二
〇

可
　
決

　

４
９

　

簡
易
生
命
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案

〃

三
、
　
五

三
、
　
五

（
予
）

六
、
　
一

可
　
決

六
、
二

可
　
決

三
、
五

五
、
二
六

可
　
決

五
、
二
六

可
　
決

　

５
０

　
　

簡
易
生
命
保
険
の
積
立
金
の
運
用
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

〃　
　
　

三
、
五

三
、
　
五

（
予
）

六
、
　
　
一

可
　
決

六
、
　
二

可
　
決

三
、
　
五

五
、
二
六

可
　
決

五
、
二
六

可
　
決



番号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
出

月
日

参
　
　
　
　
議
　
　
　
　
院

衆
　
　
　
　
議
　
　
　
　
院

備
　
　
　
考

　

委
員
会

付
託

委
員
会

議
決

本
会
議

議
決

委
員
会

付
託

　

委
員
会

議
決

本
会
議

議
決

５
１

　
　

簡
易
保
険
福
祉
事
業
団
法
及
び

簡
易
生
命
保
険
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

衆

五
、

三
、
　
五

五
、

　

三
、
五

（
予
）

五
、

　

六
、
　
一

可
　
決

五
、

六
、
　
二

可
　
決

五
、

　

三
、
五

五
、

五
、
二
六

可
　
決

五
、五

、
二
六

可
　
決

７１　

電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　

四
、
二
七

四
、
二
七

（
予
）

　

六
、
四

可
　
決

六
、
　
八

可
　
決

四
、
二
七

　

六
、
　
二

可
　
決

六
、
三

可
　
決

・
国
会
の
承
認
を
求
め
る
の
件
（
一
件
）

番号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
出

月
日

参
　
　
　
　
議
　
　
　
　
院

衆
　
　
　
　
議
　
　
　
　
院

備
　
　
　
考

委
員
会

付
託

委
員
会

議
決

　

本
会
議

議
決

委
員
会

付
託

委
員
会

議
決

本
会
議

議
決

　
　
　
　
　
　

１

放
送
法
第
三
十
七
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
承
認
を

求
め
る
の
件

衆

五
、二

、
二
三

五
、

二
、
二
三

（
予
）

五
、三

、
二
九

承
　
　
認

五
、三

、
二
九

承
　
認

五
、二

、
二
三

五
、三

、
二
五

承
　
認

五
、

　

三
、
二
五

承
　
　
認



・
Ｎ
Ｈ
K
決
算
（
一
件
）

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

月
日

参
　
　
　
　
議
　
　
　
　
院

衆
　
　
　
　
議
　
　
　
　
院

備
　
　
　
考

　

委
員
会

　

付
託

　
　
　
　
　
　
　

　
　　

委
員
会

議
決

本
会
議

議
決

委
員
会

付
託

委
員
会

議
決

本
会
議

議
決

日
本
放
送
協
会
平
成
三
年
度

財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
並
び
に
こ
れ

に
関
す
る
説
明
書

五
、二

、
二

五
、二

、
二

五
、二

、
二



　
身
体
障
害
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
通
信
・
放
送
身
体
障
害
者
利
用

　
円
滑
化
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
七
号
）

　
要
旨

　
本
法
律
案
は
、
社
会
経
済
の
情
報
化
の
進
展
に
伴
い
身
体
障
害
者
の
電
気

通
信
の
利
用
の
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
に

か
ん
が
み
、
電
気
通
信
役
務
並
び
に
放
送
及
び
有
線
放
送
の
役
務
の
利
用
に

関
す
る
身
体
障
害
者
の
利
便
の
増
進
を
図
る
た
め
、
当
該
利
便
の
増
進
に
著

し
く
寄
与
す
る
通
信
・
放
送
身
体
障
害
者
利
用
円
滑
化
事
業
を
推
進
す
る
措

置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

一
、
通
信
・
放
送
役
務
、
通
信
・
放
送
身
体
障
害
者
利
用
円
滑
化
事
業
等
を

　
定
義
す
る
。

二
、
郵
政
大
臣
は
、
通
信
・
放
送
役
務
の
利
用
に
関
す
る
身
体
障
害
者
の
利

　
便
の
増
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
向
及
び
通
信
・
放
送
身
体
障
害
者
利
用

　
円
滑
化
事
業
の
内
容
等
に
関
し
て
基
本
方
針
を
定
め
る
。

三
、
通
信
・
放
送
機
構
の
業
務
と
し
て
、
通
信
・
放
送
身
体
障
害
者
利
用
円

　
滑
化
事
業
の
実
施
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
た
め
の
助
成
金
の
交
付
、
郵

　
政
大
臣
及
び
大
蔵
大
臣
が
指
定
す
る
金
融
機
関
が
行
う
通
信
・
放
送
身
体

　
障
害
者
利
用
円
滑
化
事
業
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
の

　
利
子
補
給
金
の
支
給
、
通
信
・
放
送
身
体
障
害
者
利
用
円
滑
化
事
業
に
関

　
す
る
情
報
の
提
供
等
の
業
務
を
追
加
す
る
。

四
、
本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

　
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
身
体
障
害
者
の
利
便
の
増
進
に
資
す
る
通

信
・
放
送
身
体
障
害
者
利
用
円
滑
化
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
に
つ
き

ま
し
て
、
逓
信
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。

本
法
律
案
は
、
社
会
経
済
の
情
報
化
の
進
展
に
伴
い
、
身
体
障
害
者
の
電

気
通
信
の
利
用
の
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
増
大
し
て
い
る
こ
と

に
か
ん
が
み
、
通
信
・
放
送
役
務
の
利
用
に
関
す
る
身
体
障
害
者
の
利
便
の

増
進
を
図
る
た
め
、
通
信
・
放
送
身
体
障
害
者
利
用
円
滑
化
事
業
の
推
進
に

関
す
る
基
本
的
な
方
針
の
策
定
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
通
信
・
放
送

機
構
の
業
務
に
通
信
・
放
送
身
体
障
害
者
利
用
円
滑
化
事
業
野
実
施
を
推
進

す
る
た
め
に
必
要
な
業
務
を
追
加
す
る
等
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
情
報
通
信
利
用
格
差
是
正
の
状
況
、
文
字
放

送
の
現
状
、
字
幕
放
送
、
解
説
放
送
の
拡
充
方
策
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
質

疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
り
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案

ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。



　
な
お
、
本
件
に
対
し
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
本
委
員
会
の
決
議
と
す

る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法

　
第
三
四
号
）

　
要
旨

　
本
法
律
案
は
、
電
気
通
信
シ
ス
テ
ム
の
信
頼
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
電

気
通
信
基
盤
充
実
事
業
に
信
頼
性
向
上
施
設
整
備
事
業
を
加
え
る
と
と
も

に
、
通
信
・
放
送
機
構
の
業
務
に
信
頼
性
向
上
施
設
整
備
事
業
の
実
施
を
促

進
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務
を
追
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
の
目
的
と
し
て
、
信
頼
性
向
上
施
設

　
の
整
備
を
促
進
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
追
加
す
る
。

二
、
信
頼
性
向
上
施
設
と
は
、
電
気
通
信
業
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ

　
て
、
電
気
通
信
シ
ス
テ
ム
の
信
頼
性
を
著
し
く
高
め
る
た
め
の
も
の
を
い

　
う
も
の
と
し
、
信
頼
性
向
上
施
設
整
備
事
業
と
は
、
信
頼
性
向
上
施
設
の

　
整
備
を
行
う
事
業
を
い
う
も
の
と
す
る
。

三
、
通
信
・
放
送
機
構
の
業
務
の
特
例
と
し
て
、
通
信
・
放
送
機
構
が
、
通

　
信
・
放
送
機
構
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
の
特
例
と
し
て

　
行
う
業
務
に
、
信
頼
性
向
上
施
設
整
備
事
業
の
実
施
に
必
要
な
資
金
を
調

　
達
す
る
た
め
に
発
行
す
る
社
債
及
び
当
該
資
金
の
借
入
れ
に
係
る
債
務
の

　
保
証
を
行
う
こ
と
を
追
加
す
る
。

四
、
本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

　
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
案
件
に
つ
き
ま
し
て
、
逓
信
委
員
会
に

お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
ず
、
電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

は
、
電
気
通
信
シ
ス
テ
ム
の
信
頼
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
電
気
通
信
基
盤

充
実
事
業
に
信
頼
性
向
上
施
設
整
備
事
業
を
加
え
る
と
と
も
に
、
通
信
・
放

送
機
構
の
業
務
に
信
頼
性
向
上
施
設
整
備
事
業
の
実
施
を
促
進
す
る
た
め
に

必
要
な
業
務
を
追
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
電
気
通
信
基
盤
充
実
事
業
の
推
進
状
況
、
通

信
・
放
送
機
構
を
通
じ
た
支
援
の
あ
り
方
、
情
報
通
信
基
盤
整
備
の
将
来
展

望
の
ほ
か
、
通
信
、
放
送
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し

た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
り
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案

ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
次
に
、
放
送
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
承
認
を
求
め
る



の
件
は
、
日
本
放
送
協
会
の
平
成
五
年
度
収
支
予
算
、
事
業
計
画
及
び
資
金

計
画
に
つ
い
て
、
国
会
の
承
認
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
概
要
は
、
ま
ず
、
一
般
勘
定
の
事
業
収
支
に
お
き
ま
し
て
、
収
入
五

千
五
百
三
十
六
億
七
千
万
円
、
支
出
五
千
三
百
二
十
四
億
九
千
万
円
と
な
っ

て
お
り
、
こ
の
事
業
収
支
差
金
二
百
十
一
億
八
千
万
円
の
う
ち
、
百
六
十
六

億
二
千
万
円
を
資
本
支
出
に
充
当
し
、
残
余
の
四
十
五
億
六
千
万
円
を
翌
年

度
以
降
の
財
政
安
定
の
た
め
の
繰
越
金
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
事
業
計
画
に
つ
き
ま
し
て
は
、
補
完
衛
星
の
製
作
・
打
上
げ
計
画

の
継
続
、
放
送
施
設
及
び
放
送
会
館
等
の
整
備
、
放
送
番
組
の
充
実
刷
新
と

国
際
放
送
の
受
信
改
善
、
受
信
料
制
度
の
周
知
徹
底
と
積
極
的
・
効
果
的
な

営
業
活
動
な
ど
に
そ
の
重
点
を
置
い
て
お
り
ま
す
。

　
な
お
、
本
件
は
お
お
む
ね
適
当
な
も
の
と
認
め
る
旨
の
郵
政
大
臣
の
意
見

が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
公
共
放
送
の
使
命
に
徹
し
た
公
正
な
報
道
と

豊
か
な
放
送
番
組
の
提
供
、
次
期
放
送
衛
星
調
達
へ
の
取
り
組
み
、
二
十
一

世
紀
を
展
望
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
将
来
構
想
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ

れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
り
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
件
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
承
認
す
べ

き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
件
に
対
し
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
本
委
員
会
の
決
議
と
す

る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
郵
便
切
手
類
販
売
所
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

　
　
（
閣
法
第
三
五
号
）

　
要
旨

　
本
法
律
案
は
、
郵
便
切
手
等
に
対
す
る
海
外
に
お
け
る
需
要
に
こ
た
え
る

等
の
た
め
、
郵
政
大
臣
が
郵
便
切
手
等
の
海
外
に
お
け
る
販
売
に
関
す
る
業

務
を
そ
の
委
託
す
る
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
郵
政
大
臣
は
、
郵
便
切
手
等
を
海
外
に
お
い
て
販
売
す
る
の
に
必
要
な

　
資
力
、
知
識
、
経
験
及
び
信
用
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
郵
便
切
手
等
海

　
外
販
売
者
を
選
定
し
、
そ
の
業
務
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二
、
郵
便
切
手
等
海
外
販
売
者
は
、
郵
便
切
手
等
を
郵
政
省
か
ら
買
い
受

　
け
、
定
価
に
相
当
す
る
価
格
で
公
平
に
販
売
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

　
と
。

三
、
本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

　
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。



　
委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
郵
便
切
手
類
販
売
所
等
に
関
す
る
法
律
の

　
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
逓
信
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の

経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
郵
便
切
手
等
に
対
す
る
海
外
に
お
け
る
需
要
に
こ
た
え
る

等
の
た
め
、
郵
政
大
臣
が
郵
便
切
手
等
の
海
外
に
お
け
る
販
売
に
関
す
る
業

務
を
そ
の
委
託
す
る
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
切
手
文
化
の
健
全
な
普
及
方
策
、
多
様
な
郵

便
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
必
要
性
、
郵
便
事
業
運
営
の
進
め
方
等
の
諸
問
題
に
つ

い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
り
御
承
知
願
い

ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
五
項
目
か
ら
な
る
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
郵
便
貯
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
八
号
）

　
要
旨
　
　

　
本
法
律
案
は
、
郵
便
貯
金
の
預
金
者
の
利
益
の
増
進
を
図
り
、
あ
わ
せ
て

金
融
自
由
化
に
的
確
に
対
応
す
る
と
と
も
に
郵
便
貯
金
事
業
の
健
全
な
経
営

の
確
保
に
資
す
る
等
の
た
め
、
定
額
郵
便
貯
金
の
利
率
は
、
市
場
金
利
を
勘

案
し
て
郵
政
大
臣
が
定
め
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
郵
便
貯
金
特
別
会
計

の
金
融
自
由
化
対
策
資
金
の
運
用
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
等
を
行
お
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
勤
労
者
財
産
形
成
貯
蓄
契
約
、
勤
労
者
財
産
形
成
年
金
貯
蓄
契
約
及
び

　
勤
労
者
財
産
形
成
住
宅
貯
蓄
契
約
に
係
る
郵
便
貯
金
の
一
の
預
金
者
の
貯

　
金
総
額
の
制
限
額
を
五
百
万
円
か
ら
五
百
五
十
万
円
に
、
こ
れ
ら
の
郵
便

　
貯
金
の
う
ち
勤
労
者
財
産
形
成
年
金
貯
蓄
契
約
に
係
る
も
の
を
三
百
五
十

　
万
円
か
ら
三
百
八
十
五
万
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

二
、
定
額
郵
便
貯
金
の
利
率
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
市
場
金
利

　
を
勘
案
し
郵
政
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三
、
定
額
郵
便
貯
金
を
担
保
と
す
る
貸
付
金
の
利
率
は
、
政
令
で
定
め
る
と

　
こ
ろ
に
よ
り
郵
政
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
、
郵
便
貯
金
特
別
会
計
の
金
融
自
由
化
対
策
資
金
の
運
用
の
範
囲
に
、
法

　
人
が
事
業
に
必
要
な
資
金
を
調
達
す
る
た
め
に
発
行
す
る
約
束
手
形
等
を

加
え
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
、
本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

　
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
に
係
る
改
正

　
規
定
は
平
成
六
年
一
月
一
日
か
ら
、
四
に
係
る
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か

　
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
施
行
す
る
こ
と
。



　
委
員
長
報
告
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
郵
便
貯
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

に
つ
き
ま
し
て
、
逓
信
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申

し
上
げ
ま
す
。
　
　
　

　
本
法
律
案
は
、
郵
便
貯
金
の
預
金
者
に
対
し
利
益
の
増
進
を
図
り
、
あ
わ

せ
て
金
融
自
由
化
に
的
確
に
対
応
す
る
と
と
も
に
郵
便
貯
金
事
業
の
健
全
な

経
営
確
保
に
資
す
る
等
の
た
め
、
定
額
郵
便
貯
金
の
利
率
を
市
場
金
利
を
勘

案
し
て
郵
政
大
臣
が
定
め
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
郵
便
貯
金
特
別
会
計

の
金
融
自
由
化
対
策
資
金
の
運
用
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
等
を
行
お
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
郵
便
貯
金
事
業
の
あ
り
方
、
金
融
自
由
化
と

預
金
者
の
利
益
確
保
、
定
額
郵
便
貯
金
の
商
品
性
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
質

疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案

ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
五
項
目
か
ら
成
る
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を
も
っ

て
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
簡
易
生
命
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
九
号
）

　
要
旨
　
　

　
本
法
律
案
は
、
近
年
に
お
け
る
保
険
需
要
の
動
向
に
か
ん
が
み
、
簡
易
生

命
保
険
の
加
入
者
に
対
す
る
保
障
内
容
の
充
実
を
図
る
た
め
、
所
要
の
措
置

を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
保
険
期
間
の
満
了
等
に
よ
り
保
険
金
の
支
払
を
す
る
養
老
保
険
と
保
険

　
契
約
者
が
死
亡
し
た
日
か
ら
年
金
の
支
払
を
す
る
定
期
年
金
保
険
を
一
体

と
し
て
提
供
す
る
簡
易
生
命
保
険
を
設
け
る
こ
と
。
　

二
、
こ
の
簡
易
生
命
保
険
に
つ
い
て
は
、
加
入
申
込
み
時
に
保
険
契
約
者
の

　
健
康
状
態
に
つ
い
て
告
知
を
受
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三
、
本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お

　
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

　
委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
逓
信
委
員
会

に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
ず
、
簡
易
生
命
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
近
年
に
お
け

る
保
険
需
要
の
動
向
に
か
ん
が
み
、
簡
易
生
命
保
険
の
加
入
者
に
対
す
る
保

障
内
容
の
充
実
を
図
る
た
め
、
保
険
期
間
の
満
了
等
に
よ
り
保
険
金
の
支
払

い
を
す
る
養
老
保
険
と
保
険
契
約
者
が
死
亡
し
た
日
か
ら
年
金
の
支
払
を
す



る
定
期
年
金
保
険
を
一
体
と
し
て
提
供
す
る
簡
易
生
命
保
険
を
設
け
る
な
ど

の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
簡
易
生
命
保
険
の
積
立
金
の
運
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
は
、
金
融
・
経
済
環
境
の
変
化
に
適
切
に
対
応
し
資
金
の
一
層

の
効
率
的
運
用
を
図
る
た
め
、
簡
易
生
命
保
険
特
別
会
計
の
積
立
金
の
運
用

範
囲
に
、
法
人
が
事
業
に
必
要
な
資
金
を
調
達
す
る
た
め
に
発
行
す
る
約
束

手
形
等
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
簡
易
保
険
福
祉
事
業
団
法
及
び
簡
易
生
命
保
険
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
は
、
加
入
者
に
対
す
る
福
祉
の
増
進
を
目
的
と
す
る
民
法
第
三

十
四
条
法
人
が
行
う
加
入
者
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
の
事
業
に
対

し
助
成
金
の
支
払
い
を
簡
易
保
険
福
祉
事
業
団
の
業
務
に
追
加
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
以
上
三
法
律
案
を
一
括
し
て
審
査
し
、
簡
易

保
険
事
業
の
あ
り
方
、
簡
保
積
立
金
の
運
用
の
多
様
化
、
加
入
者
福
祉
施
設

の
拡
充
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会

議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。
　

　
質
疑
を
終
了
し
、
順
次
採
決
の
結
果
、
三
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ

て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
三
法
律
案
に
対
し
、
四
点
に
わ
た
る
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

　
以
上
　
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
簡
易
生
命
保
険
の
積
立
金
の
運
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

　
法
律
案
（
閣
法
第
五
〇
号
）

　
要
旨

　
本
法
律
案
は
、
金
融
・
経
済
環
境
の
変
化
に
適
切
に
対
応
し
、
資
金
の
一

層
の
効
率
的
運
用
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
簡
易
生
命
保
険
特
別
会
計
の
積
立
金
の
運
用
の
範
囲
に
、
法
人
が
事
業

　
に
必
要
な
資
金
を
調
達
す
る
た
め
に
発
行
す
る
約
束
手
形
等
を
加
え
る
こ

　
と
。

二
、
本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告
　
　

　
前
ペ
ー
ジ
参
照

　
簡
易
保
険
福
祉
事
業
団
法
及
び
簡
易
生
命
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る

　
法
律
案
（
閣
法
第
五
一
号
）

　
要
旨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
本
法
律
案
は
、
簡
易
生
命
保
険
の
加
入
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
、

簡
易
保
険
福
祉
事
業
団
に
「
か
ん
ぽ
健
康
増
進
支
援
事
業
（
仮
称
）
」
を
行



わ
せ
る
こ
と
と
し
、
簡
易
保
険
福
祉
事
業
団
法
及
び
簡
易
生
命
保
険
法
に
つ

い
て
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

一
、
簡
易
保
険
福
祉
事
業
団
法
の
一
部
改
正

　　

加
入
者
の
福
祉
の
増
進
を
目
的
と
す
る
民
法
第
三
十
四
条
法
人
が
行
う

　
加
入
者
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
事
業
に
対
す
る
助
成
金
の
支
給
を　

　

簡
易
保
険
福
祉
事
業
団
の
業
務
に
追
加
す
る
こ
と
。

二
、
簡
易
生
命
保
険
法
の
一
部
改
正
　
　
　
　

　
　
加
入
者
福
祉
施
設
を
加
入
者
以
外
の
者
に
利
用
さ
せ
る
場
合
の
規
定
に

　

つ
い
て
、
簡
易
保
険
福
祉
事
業
団
の
行
う
助
成
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
適

　
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

三
、
施
行
期
日
　
　
　

　　

本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

　
委
員
長
報
告

　

前
ペ
ー
ジ
参
照

　
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
一
号
）

　
要
旨

本
法
律
案
は
、
我
が
国
内
外
の
国
際
化
の
進
展
に
か
ん
が
み
、
ア
マ
チ
ュ

ア
無
線
局
及
び
陸
上
を
移
動
す
る
無
線
局
等
に
つ
い
て
外
国
人
等
で
あ
る
こ

と
を
免
許
付
与
の
欠
格
事
由
と
し
な
い
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
行
政
事
務
の
簡

素
合
理
化
を
図
る
た
め
、
放
送
を
す
る
無
線
局
以
外
の
無
線
局
の
免
許
申
請

に
つ
い
て
は
財
政
的
基
礎
に
関
す
る
審
査
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も

に
、
不
法
な
無
線
局
の
増
加
に
対
処
す
る
た
め
、
特
定
の
範
囲
の
周
波
数
の

電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
の
小
売
業
者
に
対
し
無
線
局
の
免
許
に
関
す
る

事
項
の
告
知
義
務
を
定
め
、
及
び
技
術
基
準
適
合
証
明
の
表
示
の
除
去
に
関

す
る
規
定
を
設
け
る
等
の
た
め
の
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
無
線
局
の
免
許
申
請
者
の
欠
格
事
由
の
緩
和

　
　
ア
マ
チ
ュ
ア
無
線
局
及
び
陸
上
を
移
動
す
る
無
線
局
等
に
つ
い
て
、
外

　
国
人
等
で
あ
る
こ
と
を
免
許
付
与
の
欠
格
事
由
と
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

二
、
無
線
局
の
免
許
申
請
に
係
る
審
査
事
項
の
簡
素
化

　
　
放
送
を
す
る
無
線
局
以
外
の
無
線
局
の
免
許
申
請
に
つ
い
て
は
、
無
線

　
設
備
の
工
事
費
及
び
無
線
局
の
運
用
費
の
支
弁
方
法
を
添
付
書
類
に
記
載

　
す
る
こ
と
を
不
要
と
す
る
と
と
も
に
、
財
政
的
基
礎
に
関
す
る
審
査
を
行

　
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。

三
、
技
術
基
準
適
合
証
明
の
表
示
の
除
去

　
　
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
旨
の
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
特
定
無
線

　
設
備
の
変
更
の
工
事
を
し
た
者
は
、
郵
政
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、

　
そ
の
表
示
を
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。



四
、
特
定
周
波
数
無
線
設
備
が
特
定
不
法
開
設
局
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
防

　
　
止

　
１
　
郵
政
大
臣
は
、
不
法
に
開
設
さ
れ
る
無
線
局
の
う
ち
特
定
の
範
囲
の

　
　
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
特
定
不
法
開
設
局
）
が
著
し
く
多

　
　
数
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
特
定
の
範
囲
の
周
波

　
　
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
の
う
ち
特
定
不
法
開
設
局
に
使
用
さ

　
　
れ
る
お
そ
れ
が
少
な
い
も
の
等
を
除
い
た
も
の
（
特
定
周
波
数
無
線
設

　
　
備
）
が
広
く
販
売
さ
れ
て
い
る
た
め
、
特
定
不
法
開
設
局
の
数
を
減
少

　
　
さ
せ
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
郵
政
省
令
で
、
そ
の

　
　
特
定
周
波
数
無
線
設
備
を
特
定
不
法
開
設
局
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
防

　
　
止
す
べ
き
無
線
設
備
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

　
２
　
指
定
さ
れ
た
無
線
設
備
（
指
定
無
線
設
備
）
の
小
売
を
業
と
す
る
者

　
　
　
（
指
定
無
線
設
備
小
売
業
者
）
が
指
定
無
線
設
備
を
販
売
す
る
と
き

　
　
は
、
販
売
契
約
を
締
結
す
る
ま
で
の
間
に
、
そ
の
相
手
方
に
対
し
て
、

　
　
無
線
局
の
免
許
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
、
告
げ
、
又
は
示
す

　
　
と
と
も
に
、
販
売
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
無
線
局
を
不
法
に
開
設

　
　
し
た
場
合
の
罰
則
等
を
記
載
し
た
書
面
を
購
入
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

　
３
　
郵
政
大
臣
は
、
指
定
無
線
設
備
小
売
業
者
が
２
の
規
定
に
違
反
し
た

　
　
場
合
に
お
い
て
、
特
定
不
法
開
設
局
の
開
設
を
助
長
し
て
無
線
通
信
の

　
　
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
無

　
　
線
設
備
小
売
業
者
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
指
示
す

　
　
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
そ
の
他
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
す
る
こ
と
と
す
る
。

六
、
施
行
期
日

　
　
本
法
律
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ

　
し
、
無
線
局
の
免
許
申
請
者
の
欠
格
事
由
の
緩
和
に
関
す
る
事
項
及
び
無

　
線
局
の
免
許
申
請
に
係
る
審
査
事
項
の
簡
素
化
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

　
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ

き
ま
し
て
、
逓
信
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
我
が
国
内
外
の
国
際
化
の
進
展
に
か
ん
が
み
、
ア
マ
チ
ュ

ア
無
線
局
及
び
陸
上
を
移
動
す
る
無
線
局
等
に
つ
い
て
外
国
人
等
で
あ
る
こ

と
を
免
許
付
与
の
欠
格
事
由
と
し
な
い
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
行
政
事
務
の
簡

素
合
理
化
を
図
る
た
め
、
放
送
を
す
る
無
線
局
以
外
の
無
線
局
の
免
許
申
請

に
つ
い
て
は
財
政
的
基
礎
に
関
す
る
審
査
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も

に
、
不
法
な
無
線
局
の
増
加
に
対
処
す
る
た
め
、
特
定
の
範
囲
の
周
波
数
の

電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
の
小
売
業
者
に
対
し
無
線
局
の
免
許
に
関
す
る

事
項
の
告
知
義
務
を
定
め
、
及
び
技
術
基
準
適
合
証
明
の
表
示
の
除
去
に
関



す
る
規
定
を
設
け
る
等
の
た
め
の
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
電
波
に
関
す
る
規
制
の
緩
和
、
不
法
開
設
局

へ
の
対
応
策
、
今
後
の
電
波
行
政
の
在
り
方
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が

行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
り
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
五
項
目
か
ら
な
る
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ

れ
、
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




